
　都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画事業（市街地再開発事業、街路事業、公園整備事業等）

や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税しています。

　平成30年度においては、都市計画事業や土地区画整理事業、また過去に都市計画事業などを実施した際に借り入れた

地方債の償還等に充てております。

【歳入】 款 項 目 目 の 名 称 H30年度決算額

1 8 1 都市計画税 3,760,225

（単位：千円）

【歳出】

うち都市計画税

8 5 2 都市開発費 1,223,364 326,267 226,800 265,001 405,296

8 5 3 街路事業費 469,065 205,791 234,400 0 28,874

8 5 4 公共下水道費 2,441,362 0 0 0 2,441,362

8 5 6 公園費 0 0 0 0 0

8 5 7 県施行事業費負担金 1,303,541 0 1,173,100 0 130,441

12 1 1 元金 1,864,410 0 0 0 1,864,410

12 1 2 利子 182,847 0 0 0 182,847

7,484,589 532,058 1,634,300 265,001 5,053,230 3,760,225

※ 決算額及び財源内訳については、対象事業分のみを記載している。

その他 一般財源

3,760,225

合   計

12　都市計画税の使途について

　　（単位：千円）

款 項 目 目 の 名 称 H30年度決算額

財　源　内　訳

国庫支出金 地方債


